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作業組織の再編成

職務充実・責任ある自律的作業集団を中心として

赤 岡 功

I 

最近，欧米各国において.公認，非公認のストヲイキの増大，欠勤，退職率

の上昇，なげやりな仕事の仕方等々が問題とされ刊とれらの問題との関連にお

いて，労使関係システムの種々の側同における改善が試みられている。それら

のうちの主なものをあげれば，次のようなものがある。①団体交渉制度をより

職場に密着したものとし，労働者のもつ不満そのものを解決するのではな〈て

も，その解決のプロセスを能率化しようとするもの，②労働組合による上層の

経営意志決定への参加を実現し，企業経営の重要な意志決定に対して労働組合

によるチヱツク，発言の可能性を高めようとするもの。これらは，労使関係ジ

ステムの手続に関係するものであるが，実体的事項にかかわるものとしては，

仕事の内容に関係するものと，直接関係しないものとがある。仕事の内容に直

接関係しないものとしては，③労働者の不満を賃金・分配にあるとみて，その

合理的決定のための基準を設定しようとするもの，④労働時閣の短縮あるいは

伸縮化 cフレックス・タイムの導入など)， ⑥労働環境の改善，⑥種々の人間関係

施策，これらが提案され，あるいは要求され，実施されている。これらに対し

て，仕事の内容に関係する形で，労働者の不満を解消しようとするものとして

は，労働者の不満の発生を，基本的には一方における労働り単純化，無意味化，

細分化に対して，他方における労働者の要求の高度化，教育程度の高度化に求

1) W. E. Upjohn 1m抽出白 fαrEmploy血 entResearch， Work in America， 1973; J. N. 

Hedges “Absence from W，田k:ALookat晶 meN ational Data，" M L. R.， J uly 1973. 
を参照a



2 (444) 第 115巻第6号

めており，その解決策として，⑦職務の一層の単純化，規格化により，ロポッ

ト作業にもち込もうとするもの，⑧職務拡大・充実により，職務における作業

の種類を増加したり〔職務拡大λ 満足化要因あるいは計画機能， コy トローノレ

機能を職務に含ませようとしたり(職務充実〕するもの，⑥ジョブ・ローテーシ

ョ"'.⑬職場に権限を委譲された責任ある自律的作業集団を形成することによ

り，労働者の不満を解消しようとするもの，等がある。

とιろ C. ιのような諸施策が推進されるなかで， 最近， 欧米諸国では，

「労働の人間イじJ が叫ばれ， あるいは「労働生活の質 CQWL.Qual町 ofWor-

king Life)J (J)改善が主張せられている。労働生活の質の改善では，主として，

単調，反復イじした労働から生ずる問題を解決して，働きがいを生みだそうとす

るものであるが， その具体的方法として， ジョブ・ロ テ シ!:l.Y， 職務拡

大・充実，責任ある自律的作業集団に関心が集まっている。これらの方策によ

り，仕事自体を変革して，働きがいある職場を作ろうというのであるが，これ

らは，職務の内容，編成を変えるものであるから，労働市場のあり方に影響を

及ぼし，ひいては労使関係システムの変動をももたらすよとになると考えられ

る。たとえば，イギリスでは. 1 C 1社において，職務充実の実施とともに企

業別交渉が確立されたことが報告されている。

さらに，職務拡大・充実の実施においても，最近では，社会環境条件の変化

のほか，技術のもつ影響力をも考慮にいれるコ γ ティンジヱンシー・セオりー

が注目されるようになっている。もっとも，技術要因については，責任ある自

律的作業集出の理論的基礎である社会・技術体系論においτは，す立に1950年

代から重視されてきたものであるが，とくに最近におい亡興味深い点は，技術

を単に所与と考えるのではなくて，選択可能な変数として，そのよで，技術と

社会要因との相互作用を考察するようになってきた点である。このような見方

は，労働の単調化，反復化に対して，労働自体はそのままにしておき，単にそ

れをとりまく人間関係のみを改善して，労働者の不満を避けるという 1950年代

に普及した人間関係論の方法正異なっており，また，技術が大量牛摩であるか
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ら，単調，反復労働は避けられないとする技術決定論とも異なった接近であり，

注目すべき新しい方向である。

そこで，本稿においては，最近における注目すべき傾向のみられる，職務拡

大，充実，自律的作業集団等，作業組織の再編成に関するものをとくにとりあ

げて，上で列挙したその他の諸施策については， これらとの関連においてのみ

言及することとする。

II 

工場制度が，産業革命により，唯立するにつれ F. Tイラ-(F. Taylor) 

に代表される科学的管理運動を通じて作業組織は技術に適合的に合理的に形成

されるようになったことは改めて述べるまでもない。作業職能と計画職能は分

離世られ，労働者の仕事は技術的に最も能率的なように，技術者によって事前

に設計され，労働者にまわされる。かくて，労働者は，自分達ではな〈他の人

々が設計した仕事に従事する。仕事は細分化きれ. 1回の作業は 1分前後ある

いは数分で終る極めて短時間のものとなり，全体の仕事の中における個々の仕

事の位置はわかりにくくなり，作業の進め方においても，内容においても，自・

由度はなくなり，習熟も短期間で達成され，技能を蓄積する余地も少なくなっ

ていしこのような特徴が最も顕著にあらわれるのが，流れ作業である。

確かに，技術的合理性を追求し，作業組織を技術的合理性に適合的に設計す

ることにより，生産性の向上には陸自すべきものがあったことは，フォードの

自動車生産における大量生産システムをみるまでもなく明らかである。また，

このような，技術と作業組織のあり方は3 労働者，消費者に豊かな財の消費を

可能にしたことも確かである。

Lかし，このような機械的組織は，機械に人聞を適合させようとするもので

あり，単調，無意味な労働り反復は労働者にとって不満り原因ともなってきた。

労働者にとっては，雇用保障，賃金，労働時間， 労働環境〈とくに安全，衛生〕

等の問題の重要性は高<，現在でも，これら乙そが労働者の主要な要求である
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との労働組合の見解もあり，また，経営者も，仕事自体はそのままにしておき，

それに伴う不満を，賃金，労働時間の改善によって補償しようとする場合もあ

る。しかし，現在では，賃金引き上げも，労働時間の短縮も，各企業で生産性

の拡大をともなうのでな什れば困難であると考えられており，各経営者は賃金

引き上げと生産性の向上を組み合せようとしたり(生産性交渉などλ 時間短縮

を行なう ζ となく，労働者に時間の利用の便宜をはかることにより，時短に近

い効果を得ょうとしている〔フレックス・タイム〉のである九また，労働組合が

一般化し，企莱聞での「強制比較」が行なわれるようになっている現在，ある

企業での時間，賃金の改善は他企業へも波及しやすく，乙れらの改善による欠

勤率や退職率の改善への効果はどの程度長続きするかも疑問である。

さらに， 1950年代に普及した人間関係論は，仕事をそのままにしておいて，

労働者の不満を人間関係の改善によって避けようどするもりであるが，欧米で

は，労働者，労働組合から冷淡な態度をもって迎えられた。

それゆえ，労働自体について何らかの方策を試みることが必要となってきた

のである。そこで，そういった仕事を人間に担当させずに，一層作業の単純化

・をすすめて機械にまかせることも 1つの方法であり，この方向もすすめられて

いる。すでに， GMの工場では労働者に並んで，ロボヅトが作業しているとい

われ，わが国においても，すでに，昭和49年に特定機械工業振興臨時措置法が

制定され，産業用ロポット製造業は通産省告示 345号， 361号によって，その

適用業種の指定をうけている。昭和必年までに操業中のロポットの数は，まだ

1500台程度であるといわれるが，危険，酷熱，単調労働の領域で採用され，組

み立て作業には14%のロボヅトが配置されていると報告されている九しかし，

これも，コスト面，怯能面でまだ十分な段階ではない。

そこで，仕事白体を変革して，それから生ずる問題を解決することが必要だ

という ζ とになる。そして，労働者が単調労働に不満をもっている ζ とが，調

2) OECD， New Patterns j向rWorking Time. 1973 

3) 木上進「産業用ロポット」昭和48年。
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査によって示され，単調，反復的作業は「非人間的」であるとされ r労働の

人間化」が主張せられる。 ECの社会労働委員会は昭和48年 4月に流れ作業は

非人間的であるとしてその廃止が提案され，大きな反響を呼んだっわが国でも，

これをうけて，単調労働中流れ作業の廃止。可能性について，経営者，労働組

合等がどう考えているかの興味深い調査も行なわれている"0 それに上ると，

経営者は流れ作業のロポヅト化を第 1に，第2には職務拡大・充実はまやかじ

で，むしろ労働環境の改善を考えるべきだとなっており，職務拡大充実は，

第 2位とほぼ同程度の比率であるが，第3位となっている。

こうして r労働の人間化」が関心を集めているわけであるが r労働の人

間化」とはA.Q へリック (A.Q. HerrIck)によれば，①安全性，②分配の公

正さ，①自律性，人間的成長，クラフツマンシップの学習を可能とする条件を

示すものとしての個人人格の確立ができること，(!労働組合によって団体とし

て労働生活の各側面に影響を与えうるものと理解された産業民主制の確立，こ

れら 4点を含むものとして広〈定義されている% また ILOも労働の人間

化をすすめてきたが，その時，労働の人間化として考えられてきたものとして，

ドラモットとウォーカ (Y. Delamotte and K. F. Walker) は， ヘリックの 4条

件にほぼ要約しうる 6項目を示し℃おり r労働の人間化」によって意味せら

れる内容は年の経過とともに変化し，成長してきたと述べているペ

したがって r労働の人間化」においては，単に，仕事の内容だけに関連す

るのではなし安全，衛生4 労働者の成長，賃金等を含むものであることが注

意される必要があるが，論点は，安全，衛生，賃金よりも，労働それ自体の興

味や，やりがいのある仕事へと仕事自体を再編成するととに向けられているよ

うに恩われる。そして，それは r労働生活の質」というスローガγで示され

4) 日本能率協会産業研究所， E C提案と日本における問題意識， Ir EJ 1974年 3月n

5) N. Q. Herrick，“Government Approaches to the Humanization of Work，" p，刀ceedings

of the T=enty.F:析thAnniversa叩 Meeting(Indus臼凶 ResearchAs田 ciationsSei"ies)， 

1973 
町 Y.Delamotte and K. F. Walker，“ Humanization of Work and the QuaHty of Work皿 g

LIfe，" IILS Bulletin， No. 11 
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るζ とが多い7l。

そこで，次に，職務再編成のうちの有力なアプロ チである，職務拡大充

実について，みていこう。職務拡大とは，細分化され，単調化した作業を，多少

ともまとめ℃大ぐくりにし，仕事に変化をもたらす乙ととされるが，これだけ

では仕事が若干多様化するのみでそれほfの効果はないとされる。職務充実と

は，作業のみならず計画やコ Y トロ ノレの機能をも労働者に分担させるよとへ

あるいは，ハーズパ-p-における動機づけ要因を仕事に含めていくこととされ

るが9l そのような職務の充実により， 労働者の満足も上昇し，能率も改善さ

れたという報告は，有名なものでもイギリスでは 1C 1社，アメリカでは， ウ

ヱスタ γ ・エレクトリック社， AT&T社等々，イタリアではフィアット社，

オランダではフィリップ社， 日本では三菱電機の中津川工場，福山工場等につ

いてみられる10)。そして， このような， 職務充実は， ポ ノレ&ロパートソ γ

(W. J. Paul and K. B. Robertson) のように，すべての職務で効果をあげるとの

主張がなされるにいたっている円つまり，労働者の教育程度もあがり，賃金

等労働条件よりも，労働者は働きがいを求めるようになっており，このような

社会の変化によって，職務の充実が必要となっており，それゆえ，職務充実は

一般に労働者の満足を高め生産性主引き上げるというのである。

しかし，技術を所与としていても，若下町作業組織の改善は行なえるにして

も，それには一定の限界があると考えられるo 職務充実を十分行なおうとすれ

7) N. Q. Herrick. 0.ρ cit.， S. Cotgrove， J. DunhBm and C. Vamplew. The N)llon Stm 

ners: A Case Study in P;問 d=t叫均J Bar富山I'lingand Job Enlargement. 1971 労働生

活の質の改善も広蓋に使用される場合にはここでみた労働の人間化におけ忍項目と同様のもりを

含む。

8) ，在 ScottMyers. EverでyEmployee a Manager. 1970 

9) F. Herzberg，“ One More Tlme: H。、>{Do You Motivate Employees?" H. B. R.， Jan 
jFeb. 1968 

10) S. Cotgrove， J. Dunham and C. Vamplew， o.ρ cit.; G. Marotta阻 dJ. J. Siderwitch， 
“The Merrmaclミ ValleyStudy:' lndust向 alEngineerm.g， Dec. 1972; R. N. Ford，“ Job 

Enrichment Lessons from AT  & T，" H. B. R.. Jan./Feb. 1973; IE， 1974年 7月， 8月，
9月， 10月の各号および J.Mire，“Improving W orking Life; the Role of European Uni 

ons，" M.L.R.， Sep. 1974，を審照。
11) W. J. Paul and K. B. Robertson，“Does the Job Enrichment Pay off?"瓦 RR"1973 
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ば，技術そのものの変化が必要となる。ある技術が与えられれば，その下での

作業組織り再編成には限界がある山。 この点については，他の諸要因について

も同様であり，種々の条件によって職務充実がどのような成果をもたらすかは

影響をうけることになり，これら諸条件を無視すれぽ，職務充実は失敗せざる

をえない。そこで，職務充実におけるコ Y ティ γ ジヱ :/Y ・セオリーが形成

される。ライフ&モユヅク (W.E. Reif and R. M. Monczka)は，①作業の属

性，①d仁理的状態， (互技術の性質，②経営のあり方の 4分類の下に24の項目を

あげて，それぞれについて，職務充実に有利な条件，不利な条件と L寸形で，

職務充実のコンティ yジヱ Y シー・セオリ→を展開している1却。

もとより，このような職務充実のコンティ γジヱンシー・セオリーに対する

批判もあり，それは，あらゆる職務でその充実が成功することを示そうと試み

たり，過度に，コンティ Y ジヱ y..yー・セオリーを主張すると，経営者に保守

的態度をとることを許すことにならぬかというものや，社会環境の変化の一般

性ーを強調することから行なわれる。 しかし， 批判者であるシヱパ ド(J.M

Shepard) も一定の条件を明確にしていくコ γティンジヱ ~y- ・セオリーの意

義は認めている14)。

乙のような，職務のコンティンジェンシー・セオリーから，職務は，社会的

要因と技術的要因の相互作用により経済性を基準に Lて経営者と労働者の対応

によって決まってい〈ものと考える己とができると忠われる。

とのような，技術的要因の重要企は，責任ある自律的作業集団の理論的基礎

となっている社会・技術体系論においてはもっと古くから注目されていたもの

であったコテレ'/(Thelen)は，すでに1954年には，レピ:/(K. Lewin)による

ユ2) J. C. Taylor，“5町田 E旺ectsof Technology in Organi皿 h凹 alChange，" Human Rela-

tions， Vol. 24， 1971， Reprinted in L. Davis and ]. C. Taylor (eds.)， Desぽ7lof Jobs， 1972. 
参照。

13) 可V.E. Reif and R. M. M加 czka，“ A Contingεncy A凹 rochtコImplementation，"Per-

，on出 lVo1. 51， 1974 

14) ]. M. Shep3.rd，“ Job Enrichment; Some Problem wi.由ContiilgencyModels，" Pelすonnel
ふournal，Dec. 1974 なおこの論文u注4には輯輯充実のコソテイヅジェンシ セオリ のリ
ストがある。
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Tグループの利用は技術によっ亡制約されると述べ，小さな自律的作業集団を

提案していたといわれる1% そし亡， 1955年には，ストラウ y、(G.Stra，U回〉は，

ペイ Y ト室の女子作業者のグループにコ y ベア スピードの自主的決定をまか

せたところ， 能本も上昇し， 従業員の満足も改善されたことを報告している

L.16)， 1961年，グリロフ (Kuriloff)は， 組立ライ Y全廃止して向主的に作業ベ

ースを決める 7人の小さなグループに，仕事の完成の責任をもたせたと ζ ろ，

生産性で30%の上昇をみ，満足も改善されたという 1九 また，イギリスの研究

としては， トリスト&パYフォース18)(Trist and Bamforth) によって， 炭坑の

労働者について，また， ライス(A.Kーライス〕によって，インドの織布工場で，

グループの自律性を高めて生産性と満足の改善に成功したことは有名な研究と

なっている則。

ここでの，責任ある自律的作業集団というのは， L.デイビス(L.Dav日〕に

よれば I責任ある」ものとして，①タスクを完成させる責任，②産出の量，

質の責任，③活動の効率的責任の 3つの責任を受容したうえで， I自律的」に

とは，①職務内の仕事の内容を自己規制し，②成果を自ら評価し，③技術的多

様性に目ら対応し，④職務の産出目標の決定へ参加するものであり， ζ れをグ

ループで行なうものとされる。このような自律的乍業集団は，社会的要因と技

術的要因の相互作用によって形成され，それには，両者の結合的最適化が基準

となるというものである円 ここでは，技術の作業組織編成に対する影響の重

要性のみならず，社会的要因に対する技術の適応も意味されており，技術を与

件 E考えないが，それが選択きれた後には，作業組織の変更がある一定の範囲

15) M. Bi:l¥ょklow，.. A New Role [or the羽lorkGroup，" A. S. Q.， Vol. 11， 1966 

16) Ibid. 

17) A. H. KUTiloff，‘ An Experiment in M阻唱;ement;Putting Theory Y to the Test， 

Personnel. Vol. 40， 1963 
18) E. L. TrIst and K. W. Bamforth， Some Social and Psychological Consequences of 

Longwall Method of Coal Getting." HUJnan Relat附 tl，Vol. 4， Reprinted in T. Burn5 

Ced.)， lnd.山 tri.alMan， 1969 

19) A. K. Ri白 ，p，γ'oducttvity and Social 01'官官ntzalゐn，1958， 
20) L Davis，“The DesI巳nof Jobs，" lnd，μstria1 Relations， Vol. 6. 1966 
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内に制約される ζ とが述べられているのである。

(451) 9 

そして，履近においてこの考え方士適用したものとしては， ノノレウ z ーで，
〆

流れ作業とならぷ単調労働の職場であるフ.ロ中ス生産工場「パノレプ工場〕におい

て，産業民主化プロジェクトの一環主しての 4研究のーっとしてすすめられた

研究がある。それは， ノノレウヱー使用者連盟 (NAF)とノルウェー労働組合評

議会 (L0)との協力によりすすめられ，タピストック研究所のエメリー (F.E. 

Emery)とともにア Yグノレスタッド (PerH. Englstaめが研究を推進したもので

あるが，責任ある自律的作業集団の導入による効果が報告されている問。

上でみてきたように，職務充実論においても，技術的要因が重視せられるよ

うになり，また，実際に職務充実を実施した 1C 1社について，コトグロ プ

ら (5.Cotgrove et al.)によれば，技術自体を変革するのでなければ職務充実に

は限界があることが指摘されている刊 さらに，責任ある自律的作業集団では

もともと技術と社会的要因の関係を考えており，その結合的最適化をはかるこ

とが基準となることをみてきたが，それゆえ，そこでは技術自体も，社会的要

因との関連で変化させうるものと考え bれてし、るといえる。 I現在では， もは

や技術は『与えられたもの』と考える νミきではなくて，技術や作業組織も労働

者がもっと意義のある仕事ができ， しかも自分たちに関係のあるすべての決

定に|分参加できるようなものに変えなければならないと考えられるにいたっ

た」施、のである。

III 

このように，現在では， I労働の人間化」あるいは， r労働生活の質j の改善

を実現するために，技術の選択を含めて，作業組織の再編成が試みられている。

アメリカにおいては， 1969年の労働省による労働条件調査以来，労働省は多数

21) Per H. Engelstad.“Socio-Technical Approach 10 Prohlems of Process Control，" in L 

E. Davis and J. C. Taylor (eds.)， 0，ρ CU 

22) S. Cotgrove， J. Dunham anrl C. V田nplew.0.ρ. cit.. P. 143 

23) Y. Del:amotte and K. F. Walker，。ρ Cu
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のプロデ z グトを推進し， 1972年には労働疎外問題を研究し，その解決をはか

るために，企業，労働組合，州，地方政府に技術援助を行なう法案が上院に提

出された。また，全米生産性委員会も「労働の質」計画をすすめている制。英

国ではNATOから労働者の不満問題の検討を割当てられており， 1973年には，

労働生活の質に関する雇用省の委託研究報告書が出され，政府，産業連盟，労

働組合会議の代表者により検討会がもたれている。また， フランスでは，作業

改善事業団が発足しているし， さらに， ノノレウヱー，スウェーデンでは.労，

使，政の三者の聞で産業民主制を推進するなかで，労働生活の質の改善がはか

られている問。酉独，ベノレギー，オランタの三国の聞では， ζの問題に関するコ

Yファレ γ スももたれているお'01972年にはアメリカで第 1回の労働生活の質

国際会議が聞かれ， 1973年には労働生活の質国際評議会が結成されている。欧

米各国は，労働生活の質の改善に熱心に取り組んでいるのであり，そのなかで，

職務充実，責任ある自律的下業集団，経営参加等が検討されているのである。

しかし，それにもかかわらず，職務充実や責任ある自律的作業集団に対して

は，経営者からも，労働者，労働組合からも疑問視されることも少な〈ない。

それはよれらの諸施策がある一定のメリットをもっとともに問題点もあるから

で，次にこれらの諸施策につし 1てこの点を考察していくことに廿るo

(劫確かに，職務充実，責任ある自律的作業集団による成功例の報告はかな

りあり，その一部は前節であげておいた27)0 しかし，だからといって， これら

を実施すれば生産性，満足の両面にわたって常に成功するもりというわけでは

ない。失敗例についての報告が行なわれ品こ止は稀れであろうし，企業数は多

数にのぼることを考えれば，成功例の報告はどの程度の意味をもつかは判断の

難しい面がある。また，現に，セーノレスマ Y の職務充実が失敗した例について，

Y ロタ&ウォノレフソ/'(D. Sirota and A. D. Wo1fson)が報告している28L

24) N. Q. Herrick， o.ρat 

25) Y. Delamotte and K. F. Walker，。ρ e，
26) W. Albeda (ed.)， lndust門 azDem町内町yin th四 e品，roρeanC.加 n削 es，1973 

27) 責任ある白骨集団についての有名なケースの要約については次を参照!， L. Davis， op. cit 
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つぎに，米国の多くの研究者にとっては，自律性を与える ζ とには1950年の

モース&ライマ (Mor田 and Reirner)の有名な論文以来，失望されてきた。

すなわち，彼らによると，労働者のグループに，仕事の割当て，休憩の長さ，

昼食の時期等についての自主的決定権限を与えたところ，労働者は決定の範囲

の拡大をもとめるようになり，経営者はこれを拒否した。かくて，労働者の決

定はピークに達したのち減退したとし寸。こうして，経営者にとっては意志決

定についての安全圏の設定は困難であると考えたのであった。これにより，米

国では，意志決定へ労働者を参加させること，およびグループ・アプローチを

とることには失望を招いたのである。そのため米国では英国のタビストック研

究所における自律的作業集団についても無関心であったぺ

しかし，ハープスト (P.G. Herbst)は1962年に，坑失の複合集団の相互作業

を研究して，モース&ライマーに対して彼らの研究では，意志決定についての

み参加をはかり，決定された活動についての考慮がされていないと批判する。

そして，意志決定における参加のみならず，タスクにおける参加も必要である

として，タピストックのアプローチにおける責任ある自律的作業集団の概念の

広さを示している刷。そして， ζれを支持するい〈つかのケースもある。また，

既にみてきた職務充実におけるその後の発展もある。 Lたがって，そース&ラ

イマーによる参加とグループ・アプロ一千に対する疑問は，現在の職務充実，

責任ある自律的作業集団の段階において，再検討される必要がある。

(B) 次に，経営者にとっては，スウェーデγやノノレウ z ーの如く，若年労働

者の雇用難や，欠勤率，退職率が高い場合には， この面での改善が期待できる。

また，フラン月やイタリアでは，集団的作業制度により，大規模な流れ作業を

採用している場合よりも容易に需要の変動に対処しうると考えられている。ま

た，イギリスにおけるように，工場内で制限的慣行が広範に存在し，生産性の

28) n. Sirota and A. D. WoHson“Pragmatic Approach to People Problem，" H. B. R.， Jan 

/Feb.， 1973 
20) 恥1.Bucklow， ot. cit 

30) Ibid. 
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改善のネッヲになっている場合には，作業の再編成によるボトノレ・不ヅクの改

善への誘因は経営者にとって大であると考えられる。

しかし，作業組織の再編成には，かなり長期の準備も必要であり， ヨストも

かかる。しかも，得られる成果については不安もある。また，労働者の職場に

おける仕事を通じての経営参加を拡大するにしても-vクレガーのY型の経営

管理をとることを要請する社会変化があるか，または，参加により，そのコ月

トを上まわって生産性の改善が得られることが明らかとなるのでなければ，参

加の実施へとはすすまない。シヱバードの云うように円経営者は，職務充実

にむかない職場もあるとして，職務のコ Y ティンジヱンシー・セオリーに頼る

こともできる。すなわち，労働の単調化や反復性が高まっているにしても，技

術的に，または仕事の性質上，あるいは労働者の欲求構造が，職務の充実を可

能にしないと予め考えて，可能性を追求する努力を怠たる理由ともなる。

しかし，最近の職務充実論の 1部は，また責任ある自律的作業集団論は，技

術選択の可能性を考慮しているのであり，また，労働者の要求構造に関しては，

如何なる形の職務充実であり，自律的作業集団の形成であるかが，そして，そ

の実施の仕方はどうであるかが，重大な影響をもつのである。もちろん，賃金

雇用，労働時間，安全，衛生等の面が十分な水準に達しておらず，改善すべき

段階にある場合には，作業組織の再編成は労働者から積極的に求められること

は少なしむしろこれらの両での改善が先行することが要請され四， 経営者に

とっても，その方が効果的ということになろうの

さらに，我国においては，人間関係的要因は，ハーズパーグの考えたように，

不満足要因ではなく，満足化要因であるよとが調査により示されている問。そ

31) J. M. Shepard， op. cit 
32) この点では，労働省の「勤骨者生活意識調査」によれば昭和46年12月現在で，苦働者が働い

てい〈うえでの要望は扶の如くになる(2つまで選択の複数回答〕。賃金引上げ， 63.7出j 週休2

日制，骨働時間短縮39.7%.財産づくり持家の盤助19.3% 能力に適した就業機会の確保18.8%. 

福利厚生施設の充実14.2時，生涯を通ιてり知識，抜能向上田条件整情12.5%.労災ぼく減，職
場環培の轄惜10.0%. ヂの他5..~% 

33) 村杉瞳， り←ダ一、ノツプに関する事例研究， r産業能率」昭和5咋 4月。
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れゆえ，賃金においてもまだ不十分な水準にあると考えられるが，とくに，労

働時間短縮においては，その達成水準は低しまた，安全，衛生上の問題も大

きいことと考えあわせて円仕事自体の改善の必要性はどれほどであるか疑問

なしとしない。むしろ，必要なのは，また， ζれら労働諸条件の改善といえる

かもしれず，経営者は，しばしば，仕事自体はそのままにして，人間関係施策

の入念な実施によって，労働者を動機づけているのであるべ

防 次に労働者，労働組合について，職務充実や責任ある自律的作業集団り

もっ問題点を者察する ζ とにしよう。労働者は， その労働用役と人格とは不可

分であるから，多元的な要求をもっ。@賃金，⑥雇用保障，@労働時間，⑥安

全，衛生み⑤経営者の怒意的意志決定からの保護，⑦労働者が自らで向らの利

益を守りうるようにすること，⑧意味のある仕事につき，自らの労働に影響を

あたえる決定に参加すること，等々が労働者の多元的要求としてあげられる。

そして，団体交渉制度や，苦情処理制度の発展により，⑤、①を実現しようと

し， このような制度を通じて， @，⑥， @，⑥の改善がはかられてきた。

しかし，交渉力が不十分なものにとどまる突渉システムであったり，また，

そのシステム自体が労働者の要求を能率的に処理しえない欠陥があったりして，

交渉システム自体の変革が必要とされる場合もある。とはいえ，既存の労使関

係システムによって，賃金，労働条件等については強制比較」を通じて労

働組合は制度上の弱点を補って，十分とはいえないにしでもかなりの改善を達

成してきたことは明らかである。今や，欧米各国では，国民経済的レベノレで，

イγ プレーショ Y の進行等により賃金の何らかの規制が要請され，所得政策が

繰返し試みられるようになってきた。労動時間についても，年聞で均週労働時

間でみれば， 1973年においてアメリカでは38.3時間であり，西ドイツで37.2時

間となっており，週休 2日制も普及している拙u 労働時間面での労働者の要求

剖〕 青木宗也制動虫害の現状と皆勤安全宿生法の問題点， r労働安全衛生読本J (月刊労働問題
増可目的昭和'0年4月。

国〕 中山三郎編「士員参加睦営の考え方k実際J昭和47年に，日立逸船， トヨタ等のケースが報告
さオれているロ

36) 労勤省「労働統計要覧J1975，第170衰の臼!)o
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については，ヨーロッパ詰国ではフレックス・タイムによって，時間短縮をと

もなわずに，労働者の時間利用の便利さを増大することが行なわれてきている。

またヲアメリカでは，週労働日を 4日に減じて40時間とし，さらに 4日労働

者と 3日労働者の組合せにより，操業日数をむしろ増大させようとしている企

業が一部にあり，かなり話題にされた問。経営者は賃金，労働時間百で労働者

の要求にこたえることがかなり困難になってきたのであり，労働組合もこの困

難さを感ずるようになってきている。

そこで，欠勤率，退職率， λ トライキ等の増大に直面して，しかも，賃金，

労働時間等の面での譲歩に困難を感じる経営者は，他の面で労働者に満足を与

えようとする。賃金 労働時間等は i強制比較Jが一般化した段階では，他

企業と同様の水準に維持されることになるため，この面での改誓による効果が

減殺きれるという点もある。そこで，経営者は，労働者のもつ他の要求に注目

する。職場における単調労働を解消し，意義ある仕事を再構成して， この面で

労働者の要求を満足しようとする。労働者の中にはと〈に強く単調労働を嫌う

ものもあり，意義ある仕事はそれ自体，他の条件がととのうのであれば，労働

者にとって望ましいものであるし，労働組合にとっても，賃金，労働時間等で

の改善を獲得が困難であるとすれば，職務充実等の職場の作業組織の再編成に

とりくむ労働組合もでて〈ることになる。

ノノレウ z ー，スウヱーデYの労働組合は，産業民主制をすすめるためにこそ，

作業組織の再編成乞経営者，社会科学者とともにすすめており，イタリアで

も労働組合は，労働の人間化を団体交渉の要求事項にしている。イギリスにお

いても， 1 C 1社で労使聞の交渉後，職務充実がはかられたケースがある。

しかし，他方では，アメリカの国際機慨工労動組合のウィンピジンガー (W

W. Winpisingl町〉は， 職務充実は時間研究， 動乍研究の別名ではないかといっ

てこれに反対する。エベ lップウォッチを社会科学者の質問票にとりかえ亡みた

ところで労働者には何の利益もないというのである。もし，経営者が職務を充

:17) R. Poor， 4 days. 40 h脚内， 1960，鈴木博訳「週4日制」昭和46年。
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実するというなら，まず，賃上げ，時間短縮，週労働日短縮，年次休暇の増大，

引退年令の引き下げ，騒音，ガス，熱からの労働者の保護，労働者の社会的地

位の改善，労働条件決定について労働組合の発言権の強化等々といった，これ

まで労働組合が要求Lてきたことをすればよし、。労働者にとっては， これらこ

そが職務の充実化であるとする泊元 日本では，総評の大木正吾民も， 乙れとほ

ぼ同様の見解を述べ℃おり，職務充実よりも，賃金，労働条件，時間短縮，作

業環境の改善が重要であるとして，職務充実に消極的であるぺ

したがって，職務充実や責任ある自律的作業集団等の作業組織り再編成の実

施にとヮては，賃金や労働諸条件や作業環境等々の面での十分な水準が達成さ

れていることが重要な前提である E考えられる。この点については，職務充実

論の主張者達は，マスローの心理学に依拠しつつ，これらの面での労働者の欲

求が主足されると，高次の自我欲求や自己実現欲求が表面化し，それを満足す

るためには職務充実が必要であるとするのが一般的である。それゆえ，職務充

実を行なうときには，上のような諸側面での労働者の満足が十分達成されてい

るかどうかが，十分に検討されることが必要である。

次に検討すべきは，上の各側面が十分であるとして，職務充実や責任ある自

律的作業集団が導入される場合に，作業組織の編成のやり方とその内容である。

進め方については，この方向で労働組合が協力しているスウヱ デン，ノノレウ

r では労働組合の全面的参加が行なわれており，また，英国で職務充実に成

功した 1C 1社でも十分に組合と交渉し，協議している。もちろん，このよう

な参加を好まない労働組合もあるが，そのような場合でも十分な情報白提供は

求めている<0'。

職務編成の内容については. ~r 画， コγ トローノレの機能あるいはそティベー

タ が職務へ導入され，それにより労働者の能力が増進されるにしても，それ

38) W. W. Winpisinger， Job Enrichment: Another Part of Forest，" Procιd加 gsofTwenty

F，ザihAnn叩 ersaryM包eting(IRRA Series). 1973 

39) QWLの意味するも凪 rIEJ1974年6凡におけるインタピューでの回答記事昭

40) Y. Delamotte and K. F. Walke.r，ορc露
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は労働者のどのような能力を高めるのかが問題となる。単に，その企業内での

管理責任の一端をになうことで職務が充実されるのか，あるいは，企業をこえ

て社会的に通用する技能を高めうるものであるかどうかが重要な点である。前

者の場合であれば，作業組織の再編成は，労働者の能力をその企業内で確かに

晶めることになるが，この場合，その能力を活用しようとすればその企業内に

とどまることが必要となり，労働者のその企業への依存性は高まる ζ とになる。

その結果，労働市場は企業化し，賃金等労働条件の企業聞での比較も困難イじす

る。この点では， ノルウェーの労働組合は，社会的に通用する職業としての知

識を著しく高めることに成功Lたことが報告されており，注目すべきケースと

なっている山。

最後に，作業組織の再設計は，既存の労使関係シλテムの変革を要求するこ

とがあるために，労働組合から賛成がえられない場合のあることが指摘される。

イギリスのように，労働組合が職業を基礎として組織されている場合には，作

業の再編成は，その基礎を変動させることになる可能性があり，また，職務充

実化は，労働者により高い能カの必要な責任のある仕事を担当させることであ

るから，一種のダイリュ -v三ンとなる可能性がある。また，前項でみたよう

に，職務充実等作業組織の再編成は職務を企業的性格をもったものにする可能

性があり，これは労働組合組織，団体交渉の企業別化をすすめることにつなが

る可能性がある。それゆえ，労働組合は，しばしば作業組織の再編成に消極的

となるが，所得政策の下で賃上げの余地が限られた状況下で，生産性の改善に

よっ亡賃上げを得ょうとして，職務充実を当初から組合との協議のうえですす

めた 1C 1社の試みもあり，労働組合の地位の保全，職務充実化プロセスへの

発言，監視のうえで，労働条件の改善とむすびつけて職務充実が行なわれた ζ

とを示してし、る。

41) Ibid 
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IV 

本稿においては，最近とくに注目をあつめている「労働の人間化」とは，大

きくは賃金や分配，作業環境，人間として労働者として自律じ成長しうること，

労働組合による団体としての労働生活白諸条件への影響力の確保，とー比、理解

されている乙とを，ヘリックやドヲモット&ウォーカーによって考察し，広義

においてはこれとほぼ同じ意味につかわれる「労働生活の質」の改善では，普

通狭い意味でジョブーローテ-'/詞:/，職務拡大充実，責任ある自律的作業

集団等による作業組織の再編成が意味され，それにより労働者に働きがいをも

たせよう Jとしていることをみてきた42;。

そして，最近とくに注目される職務充実，責任ある自律的作業集団をとりあ

げた前者でも職務充実のコ Yティ Y ジ:z:.Y'Yー・セオリーの発展に示されるよ

うに技術的要因の重要性が考慮されるようになり，後者ではもともと技術は重

視されていたが，最近の動きとして重要なことは，技術が所与でないという考

え方が強くなってきたことであるo

さて，職務充実等の作業組織の再編成が最近とくに問題となるのは， もとよ

り，単調労働の深刻化とそれによる労働者の不満と結びついていることはいう

までもないが，近年では，所得政策の採用にみられるように，国民経済レベノレ

では，賃金等労働諸条件の改善によっ1:，見トライキ，欠勤，退職等に対処し

うる余地がせまくなったこと，また，個々の企業レベルでは，労働組合による

「強制比較Jの活用によって 1企莱での賃金等の改善は，困難化もしている

が，それによるその企業への特別の効果も余り期待できなくなっ亡いるよとと

関連していると考えられる。

そして，作業組織り再編成り問題点をみ℃きたが，とくに注意すべきは，第

42) もちろん』 ドラモツト&ウォーカーも云うように， r労働の人間化」で何が主主味されるかは歴
史的にも変化し，発展してきており，まずこ，労働生活の質においても同様りことがいえ，統一的
な理解が成立しているわけではない。なお，次を参照o J. Mire，“ Improving W orking Life 

the Role of European Unions，" M L. R.. Sept. 1974 
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1に労働組合の考え方等からみても，職務充実論者の考え方からみても，職務

充実等の作業組織の再編成の実施には雇用保障，賃金等の労働諸条件，作業環

境が一定の満足すべき水準に達していることが必要だと考えられる点であり，

第 2に，作業組j織の再編成による労使関係シλテムへの影響の問題で，再編成

が，個々の企業内での責佳の分担という形で，社会的に通用する技能の蓄積を

可能としない方向ですすめられると，労働市場の企業別化が進行すると考えら

れることであった。


